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■国において「人口減少・超高齢」社会へ対応した社会保障制度への転換が課題となるな

か、当市においても、少子高齢化等の進展により社会保障関係経費が引き続き高い水準で

推移しております。 

 

■こうしたなか、平成３０年度地方財政計画では、地方税が増収となるなかで、地方の一

般財源総額は平成２９年度を上回る水準が確保されたものの、臨時財政対策債を含めた実

質的な地方交付税総額は３千８百億円の減（▲１.９％）となったところです。 

 

■このような状況を踏まえ、当市における平成３０年度の当初予算の編成においては、既

存事業について、その実績や効果等の検証を反映させるとともに、「中期財政計画」に沿っ

た予算編成に努めてまいりました。 

 

■予算編成に当たっては、裁量経費において行財政改革実施計画の効果額を含めて施策別

予算配当（前年度比平均１.９％削減）を実施した上で、浜田市が目指す将来像を実現する

ため、総合振興計画や総合戦略に基づく主要事業の実行を図るための予算を確保するなど、

メリハリの効いた予算の実現に努めたところです。 

 

■就学前までの乳幼児を対象とした乳幼児医療費について、１０月から無料化を行うほか、

水道料金上昇抑制のために水道事業会計へ繰出しを行うなど、市民負担の軽減を図るほか、

教育環境の更なる向上に向け、中学校普通教室へのエアコン整備に着手いたします。 

 

■一方で、財政運営の健全化のため、約３億円の地方債の繰上償還を実施いたします。 

 

■このような取組の結果、平成３０年度の一般会計予算総額は３９４億５，０００万円と

なり、前年度と比較して、金額で７億９，０６８万７千円の増、率にして２.０％の増とな

りました。 

 

■今後の財政運営に当たっては、国の地方財政対策を注視しつつ、総合振興計画や総合戦

略の着実な推進を図ってまいります。一方で、将来に責任のある持続可能な財政運営を目

指して、行財政改革実施計画を着実に実行し、財政健全化への取組を推進してまいります。 

平成３０年度当初予算の編成概要及び編成方針 

編 成 概 要 
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    平成 30 年度  当 初 予 算 編 成 方 針 

 
 

 

○平成 30 年度予算編成については、少子高齢化等に伴う社会保障関

係経費の増加など厳しい財政状況に適切に対応し、浜田市が目指

す将来像を実現するため、総合振興計画や総合戦略を念頭に置き

つつ、中期財政計画に沿った予算編成を行う。 

 
○施政方針と連動しつつ、確実な財源確保に資するため経常事業に

おいて施策別予算配当を実施する。これにより、歳出の徹底した

見直しを行うとともに、裁量経費の重点化によって財源の捻出を

図る。 

 

○市町村合併による国の財政支援措置の縮減額が増加していること

に加え、中期財政計画においても今後収支の悪化が推計されるな

か、予算要求に際しては、行財政改革実施計画の着実な実行はも

とより、既存事業の実績や効果等を十分に検証されたい。 

 
○予算配当等の取りまとめについて、裁量経費は部単位で、自治区

経費は支所単位で行うので、各部主管課は、当方針の趣旨を十分

理解し、各課、本庁支所間等の調整にあたって、特段の努力をお

願いする。 

 
    平成 29 年 10 月 2 日      財務部長 

基 本 的 考 え 方
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◆事業別要求区分及び要求の取扱い 

区       分 要   求 備  考 

経 
 

常 
 

事 
 

業 

1 裁量 2～4 以外の経費 施策別予算
配当 
 

☆「施策別予算配当」 

予算科目の目ごとに予算枠を示し、施

政方針の実現に向け、施策別に必要な

予算配分を行うもの 

2 義務 人件費、公債費、負担

金、積立金、繰出金、

債務負担行為に係る

経費、国県負担金事業

等 

所要額 

 

対象事業は「予算要求区分別事業一

覧」を参考のこと 

臨 
 

時 
 

事 
 

業 

3 

政策 

ソ
フ
ト 

「元気な浜田枠」及び

臨時経費かつ全市的

視点から必要と判断

するもの 

枠明示 

分野指定 

 

○元気な浜田枠 

250 百万円以内（市費：地方債＋

一般財源）とする 

重点分野 

・7つのまちづくりの大綱のなか

で、特に重点的に取り組む項目

や、その他の市政運営に係る重

要な事項で、ロードマップに行

程を掲げる事業 
   
○その他 

・イベント、計画策定 

ハ
ー
ド 

自治区枠（経過措置

分）以外の投資事業 
所要額 ○対象事業は、サマーレビュー査定に

よること 

○災害復旧費を含めること 

4 

自治区 

ソ
フ
ト

地域振興基金を活用

した自治区事業 
所要額 ○地域振興基金運用方針に基づき要

求すること 

ハ
ー
ド 

自治区枠（経過措置

分） 
予算配当 ☆「自治区枠（経過措置分）」 

平成29年度末までに未消化となった自

治区枠の残額を活用して実施するもの

○自治区ごとの予算配当は「投資的経

費予算配当」によること 

○対象事業は、サマーレビュー査定に

よること 
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◆予算要求に当たっての留意事項 

① 当初予算要求書は、主管課を通じて必要書類とともに 4 部提出のこと 

② 当初予算要求書は財務会計システムにより作成することとなるので、操

作方法等の理解に努めること 

③ 社会保障費や附属機関に要する経費等の同一の法令等に基づいて実施

する事業については、必ず本庁担当課で取りまとめのうえ予算要求を行

うこと 

④ 上記以外の事業についても、同一の目的で同一の手法により実施する事

業は、原則として本庁担当課で予算要求を行うこと 

⑤ 市全体で実施する経費については、十分調整・精査はされていると考え

るが、再度、主管課及び本庁・支所の担当課において、共通ベースとな

る部分の調整・精査を徹底したうえで要求すること（一体的なまちづく

りに反しない範囲において、地域の個性、特色を活かすまちづくりのた

めの共通ベース部分を上回る経費については、地域振興基金の活用等を

検討すること） 

⑥ 裁量経費の施策別予算配当額については、所要の調整後の数値に対して

▲1.0％で調整している（なお、予算配当額は、行財政改革効果額及び

サマーレビューでの調整を踏まえて設定しており、変更は認めない） 

⑦ 裁量経費において、施策別予算配当額を遵守し要求されたものについて

は、基本的に要求内容を尊重する（ただし、著しい後年度負担を要する

もの等、財政的見地から問題があるものは除く） 

⑧ 裁量経費の施策別予算配当額は、財政課査定により削減された場合でも、

各部の配当額は担保する 

⑨ ふるさと寄附の充当（行革効果分）については、その規模も大きいこと

から⑧の例外として取り扱い、要求時点での充当は見込まないよう注意

すること 

⑩ 裁量経費において、施策別予算配当額を踏まえたうえでの若干の配当額

の施策間の調整は可能とする 

- 4 -



 

⑪ 義務経費は、人件費の一部（職員給与費、議員報酬等、行政委員報酬等、

退職手当）、返還金、公債費、国県負担金事業、負担金、積立金、繰出

金、債務負担、リース契約、国県等補助事業で単価設定のあるものに限

定しており、市独自事業や国県等補助事業で限度額設定のみのものは裁

量経費とする 

⑫ 政策経費（ソフト分）については、「元気な浜田枠」分として、総額 2

億 5 千万円の範囲内で、ロードマップに掲げる事業に重点的に予算配当

する 

⑬ 政策経費（ハード分）については、サマーレビューの査定結果に基づき、

予算要求を行うこと 

⑭ 自治区経費（ソフト分）については、地域振興基金運用方針に基づき、

予算要求を行うこと 

⑮ 自治区経費（ハード分）の予算配当額については、別途通知するのでそ

れにより確認すること 

⑯ 新規事業については、経費の性格を事業別要求区分に照らしたうえで区

分を決定し要求すること 

⑰ ⑯の決定に当たっては、財政課と十分に事前の調整を行うこと 

⑱ 事業別要求区分については、サマーレビューで調整済であり、既存事業

の予算要求段階での区分変更は認めない 

⑲ 地域振興基金運用方針は次のとおりであり、充当事業についてはこの方

針に沿って要求を行うこと 

 ・ソフト事業のみならずハード事業の財源としても活用できる 

 ・従前からの充当事業以外の事業は、新たに事業構築したうえで要求 

すること 

⑳ 予算ヒアリングの日程は、各部単位で調整しているが、ヒアリングは原

則として「課」単位で行うため、部内のヒアリング順については主管課 

で調整のうえ、必ず主管課が同席すること 

㉑上記③④の同一の事業について、予算ヒアリングを本庁・支所別々に実 
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施することがあってはならないので、十分留意すること 

㉒財政サイドのヒアリング出席者は、財務部長、財政課長、係長、予算担 

当者を予定している 

㉓財務会計システムによる予算要求書に加えて、所定の予算要求付属資料 

（債務負担行為事業明細書、投資的経費説明資料、地域振興基金充当要求 

書等）がある場合は、必ず提出すること 

㉔予算要求付属資料「様式 12 地域振興基金充当要求書」は、必ず防災 

自治課の確認を得たうえで、主管課より提出すること 

㉕嘱託・臨時職員の要求については、必ず人事課と事前協議のうえ要求し、 

要求書においては積算基礎欄の数式機能を利用し算出根拠を明らかに 

すること（人数、月数等） 

㉖上記㉓㉔㉕の他、ハード事業については位置図、平面図、見積書等、ソ

フト事業についてはフロー図等を添付し、ヒアリングの際にはそれを用

いて分かりやすい説明に努めること 

㉗事業予算の分離、統合が必要な場合は、当該事業を担当する本庁・支所

間で十分なすり合わせを行い、主管課を通じて予算の整合を図ること 

㉘監査委員による指摘や市議会予算決算委員会での議論を十分踏まえた

うえで要求を行うこと 

㉙事業予算は目的別に編成するものであり、事業の一部を他部課で実施す

る場合においても当該事業内で予算化し、他部課へは予算の配当替によ

り対応すること 

㉚公共施設の新規整備（取得、既存施設の建替えを含む）については、行

財政改革推進本部会議において内部方針が決定済、または、査定までの

間に決定する予定であることを前提とするものであること 

  ㉛「明るい未来の課題解決事業」採択分の取扱いについては、別途該当部

署に通知するので、通知に従って対応すること 
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◆予算編成日程（予定） 

  10 月  2 日（月）    予算編成方針説明会 

              （10 時 00 分～：本庁講堂ＡＢＣ） 

  10 月 27 日（金） 要求書提出期限（4部提出） 

            15：00 まで（締切厳守） 

  11 月  1 日（水）～   財政課ヒアリング(査定)・・・ヒアリング日程表参照 

  12 月 25 日（月）     一次査定内示（予定） 

  12 月 27 日（水）    復活要求書（様式 10）提出期限（締切厳守） 

   1 月  5 日（金）    市長ヒアリング要求書（様式 9）提出期限 

15：00 まで（締切厳守） 

   1 月 中・下旬     庁議ヒアリング・市長査定(当初予算決定) 
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◆予算要求・決定の流れ 

 

本庁各課 
       調整 

支所各課 
        調整 

主管課長
（命により部内他課に事

務委任することができる）

財政課（財務部長・財政課長調整） 

連絡・調整・情報交換

庁  議 （1 月中･下旬） 

市長査定 

※同一の法令や例規に基

づく事業については、本

庁担当課で一括要求する

こと。当該事業のヒアリ

ングについても本庁・支

所一括で行うこととする 

予算要求
（10/27） 

一次査定 
（12/25） 

予算配当額の厳守 

事業別要求区分の確認 

所定の予算要求説明資料（各様式）の添付確認 

添付資料（位置図・見積書・フロー図）確認 
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予算要求と査定結果

（単位：百万円）

議会 総務部 地域政策部 財務部 健康福祉部 市民生活部 産業経済部 都市建設部 消防本部 教育委員会 上下水道部 合計

事業費 事業費 事業費 事業費 事業費 事業費 事業費 事業費 事業費 事業費 事業費 事業費

要求 24 672 313 77 1,192 555 819 502 145 1,182 0 5,482

査定 24 652 304 76 1,172 549 789 499 145 1,180 0 5,391

差引 0 △ 20 △ 9 △ 1 △ 20 △ 6 △ 30 △ 3 0 △ 2 0 △ 91

要求 172 5,774 228 5,892 7,760 2,971 1,464 98 67 542 1,613 26,580

査定 172 5,743 228 5,823 7,743 2,941 1,464 98 67 537 1,611 26,426

差引 0 △ 31 0 △ 69 △ 17 △ 30 0 0 0 △ 5 △ 2 △ 154

要求 0 23 99 0 14 10 190 81 3 53 0 473

査定 0 23 99 0 13 10 167 72 3 49 0 436

差引 0 0 0 0 △ 1 0 △ 23 △ 9 0 △ 4 0 △ 37

要求 7 285 0 0 220 431 3,584 2,121 60 511 53 7,270

査定 7 285 0 0 173 429 2,997 1,991 60 480 53 6,474

差引 0 0 0 0 △ 47 △ 2 △ 587 △ 130 0 △ 31 0 △ 796

要求 0 0 62 0 2 2 66 0 0 2 0 134

査定 0 0 56 0 2 2 66 0 0 2 0 128

差引 0 0 △ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 6

要求 0 9 23 0 0 8 95 391 0 70 0 595

査定 0 9 23 0 0 8 95 391 0 70 0 595

差引 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

要求 203 6,762 725 5,969 9,188 3,977 6,218 3,191 275 2,359 1,666 40,533

査定 203 6,712 710 5,899 9,102 3,938 5,578 3,051 275 2,318 1,664 39,450

差引 0 △ 50 △ 15 △ 70 △ 86 △ 39 △ 640 △ 140 0 △ 41 △ 2 △ 1,083

平成30年度当初予算

政策
ハード

合計

裁量

義務

政策
ソフト

自治区
ハード

自治区
ソフト

※上記の金額は、四捨五入しているので、合計が一致しない場合があります。
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○主要施策の予算要求と査定状況 　

（単位：千円）

番号 要求 査定
部局名 事業費 事業費

1 タブレット会議システム導入事業 6,993 6,993 要求どおり
議会事務局

【特定財源】
　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0

2 地域公共交通再編事業 86,012 86,012 要求どおり
まちづくり推進
課

【特定財源】
　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 86,012

3 高等学校生徒下宿費支援事業 2,400 2,400 要求どおり
まちづくり推進
課

【特定財源】
　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 2,400

4 公衆用無線ＬＡＮ整備事業 13,641 13,641 要求どおり
情報政策課

【特定財源】
　国県支出金: 3,168 地方債: 7,900 その他: 0

【事業概要】
　市内の高等学校の存続発展や、県外からの転入による若年層
人口の増加を目的として、下宿等を利用して市内の高等学校に
通学する生徒の保護者に対して、下宿費の一部を助成する
　
【主な要求内容】
　○下宿費補助 　　　　　　　　　　　　　　　　2,400千円
　　　下宿費のうち、45,000円/月を超える額を補助
     （上限20,000円/月）

新規事業で、下宿等を利
用し市内高等学校に通
学する生徒の保護者に
対して、下宿費の一部を
助成するもの。
市内高等学校の存続発
展、県外からの転入によ
る若年層人口の増加に
資するものと判断し、ふる
さと寄附金を活用すること
により、要求どおり予算
化。

【事業概要】
　住民の利便性向上や災害時の通信手段の多様化を目的とし
て、市内各所に共通して使用できる認証基盤による無線ＬＡＮ
のアクセスポイントを整備する
　
【主な要求内容】
　○公衆用無線ＬＡＮ整備委託料

新規事業で、避難所を中
心に市内各所へ認証基
盤による無線LANのAP
（アクセスポイント）を整備
するもの。
災害時の通信手段の多
様化、市民の利便性向
上に資するものと判断
し、要求どおり予算化。

【事業概要】
　市内に居住する７０歳以上の住民を対象に、敬老乗車券交付
事業を実施するとともに、市内の高校に通学する一定額以上の
通学定期券の購入者を対象に補助金を交付する
　○敬老乗車券交付事業
　・通常交付分
　　乗車券3,000円分を1,500円で販売（上限30,000円分、浜田
　　駅から半径８ｋｍ以上の町の住民は上限36,000円分）
　　ＪＲ、高速バス利用は除く
　・運転免許自主返納支援事業分
　　運転免許証を自主返納した高齢者に対し乗車券を５冊無料
　　交付
　○通学定期券購入費補助
　　市内の高校への通学定期購入費のうち15,000円／月を超え
　　る額を補助

【主な要求内容】
　○敬老乗車券交付事業 　　　            　　 85,112千円
　○通学定期券購入費補助金 　　　　            　900千円

敬老乗車券交付事業に
ついて、居住地等個人の
属性（浜田駅を起点に半
径8㎞以上の町の居住者
は上乗せ対象）に応じ、
購入上限額を上乗せ（2
冊上乗せ）する制度改正
により、予算額が増額と
なっているが、事業の重
要性を勘案し、ふるさと寄
附金を活用することによ
り、要求どおり予算化。

事業名
予算要求の概要

査定概要

【事業概要】
　タブレット端末を議会運営に導入し、会議の効率化やペー
パーレス化を図る

【主な要求内容】
　○タブレット端末購入費
　○文書共有システム使用料　　　　　　　　　　   972千円
　○Ｗｉ－Ｆｉ設置工事（本庁舎５階）

新規事業で、資料閲覧シ
ステムを構築し、議員、議
会事務局へタブレット端
末を配付することにより、
ペーパーレス化、事務の
合理化、会議の効率化を
図るもの。
議会側だけへの導入に
ついての要求であり、ま
た議会での調整結果を
尊重し、予算化。
執行部側への導入は現
時点では困難と判断。
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○主要施策の予算要求と査定状況 　

（単位：千円）

番号 要求 査定
部局名 事業費 事業費

事業名
予算要求の概要

査定概要

5 はまだ暮らし住まい支援事業 25,401 25,401 要求どおり
政策企画課、
三隅支所防災
自治課

【特定財源】
　国県支出金: 750 地方債: 0 その他: 10,250

6 中山間地域対策調査研究事業 1,303 1,243 事業費精査
まちづくり推進
課

【特定財源】
　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0

7 河川監視カメラ整備事業 10,899 10,899
安全安心推進
課

【特定財源】
　国県支出金: 0 地方債: 10,700 その他: 0

【事業概要】
　中山間地域対策の推進のため、先進的な事例の調査・研究を
行う
　
【主な要求内容】
　○中山間地域対策に関する勉強会開催経費 　　　　720千円
　○先進地視察等 　　　　　　　　　　　　　　　　583千円

新規事業で、所信表明、
施政方針に掲げる中山
間地域対策を推し進める
ため、先進的な事例の調
査・研究を行うものであ
り、必要性を認め、事務
費を精査の上、予算化。

【事業概要】
　河川監視カメラを整備し、リアルタイムの河川水位情報を安
全に入手することで、正確な防災危機情報の発信や早期の避難
勧告等発令の判断等に活用する

【主な要求内容】
　○河川モニタリングカメラ整備工事

新規事業で、河川監視カ
メラを設置し、河川の水
位情報を迅速かつ安全
に入手することにより、避
難勧告等の対応を早期
に行うためのもので、平
成30年度は、モデルケー
スとして、各自治区１箇所
を整備し検証するもの。
平成31年度以降の整備
箇所、設置数について
は、平成30年度の結果を
踏まえ判断することを条
件に平成30年度は要求
どおり予算化。

要求どおり（次年度以降精査）

【事業概要】
　定住人口増加を目的として、空き家バンク制度の利用を促進
するとともに、空き家の改修や片付けに要する費用を補助する
　
【主な要求内容】
　○嘱託職員（空き家バンク担当）　１人 　　　　2,182千円
　○空き家バンク経費 　　　　　　　　　　　　　　419千円
　○はまだ暮らし住まい支援補助　 　　　　　　 12,300千円
　　空き家片付け補助　　補助率２／３　上限　5万円
　　空き家改修補助　　　補助率２／３　上限 30万円
　　　　　　　　　　　　ＵＩターン者等に20万円上乗せ
　　多世代同居改修補助　住宅リフォーム助成に10万円上乗せ
　○三隅自治区空き家改修事業 　　　　　　　　 10,500千円
　　三隅自治区内の空き家について三隅火力発電所２号機建設
　　に係る作業員宿舎等として活用するため、「はまだ暮らし
　　住まい支援補助」に補助額を上乗せする
　　空き家片付け補助　　補助率２／３　上限　5万円
　  (「はまだ暮らし住まい支援補助」と併せて、上限10万円)
　　空き家改修補助　　　補助率２／３　上限100万円
 　 (「はまだ暮らし住まい支援補助」と併せて、上限150万円)

はまだ暮らし住まい支援
補助について、空き家の
改修や片付けに要する
費用を助成するもので、
申請件数の増加に対応
するため、制度改正、予
算の増額（空き家改修補
助分4,500千円増）を行っ
ているが、必要性を勘案
し、要求どおり予算化。
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○主要施策の予算要求と査定状況 　

（単位：千円）

番号 要求 査定
部局名 事業費 事業費

事業名
予算要求の概要

査定概要

8 アナログ防災行政無線スプリアス規格適合事業 77,760 77,760 要求どおり
安全安心推進
課

【特定財源】
　国県支出金: 0 地方債: 77,700 その他: 0

9 住民基本台帳等旧姓併記対応事業 30,132 0 予算化見送り
総合窓口課

【特定財源】
　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0

10 窓口周辺環境整備事業 7,141 7,141 要求どおり
総合窓口課

【特定財源】
　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 7,141

11 敬老入浴券贈呈事業 9,400 9,400 要求どおり
健康長寿課

【特定財源】
　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 9,400

【事業概要】
　市内に在住する７０歳以上の高齢者で、１年間介護保険サー
ビス未利用かつ介護保険料の滞納がない方へ入浴券を贈呈する
ことで、高齢者のさらなる健康意識の高揚を図る

【主な要求内容】
　〇敬老入浴券利用料　　　　　　　　　　　　 　8,250千円
　〇対象者：浜田市内に住所を有する満７０歳以上で、前年中
　　　　　　に介護保険サービスを利用していない者
           （介護保険料の滞納が無い者に限る）
　〇入浴券：入浴１回につき１枚利用で無料
　〇贈呈枚数（１人あたり）：６枚

新規事業で、1年間介護
保険サービス未利用の
70歳以上の高齢者に対
し、入浴券を贈呈するも
の。
高齢者の健康意識の高
揚が図られ、介護保険
サービス未利用者の保
険料負担感の軽減に繋
がるものと判断し、ふるさ
と寄附金を活用すること
により、要求どおり予算
化。

【事業概要】
　法令改正により、住民基本台帳及びマイナンバーカードに旧
姓を併記することが可能となることから、関係するシステムを
改修する

【主な要求内容】
　○システム改修経費

住民基本台帳法施行令
等の改正に基づき、シス
テムを改修するものであ
るが、国の作業が遅れ、
システム改修の仕様書の
詳細がはっきりしないた
め、当初予算への計上は
見送る。
必要に応じて補正対応。

【事業概要】
　住民が快適に利用できるよう窓口周辺設備の充実を図る

【主な要求内容】
　○窓口カウンター等備品購入経費

庁舎内配置変更に併
せ、カウンター、申請書
記載台等を一新するも
の。
要求額が整備内容の追
加によりサマーレビュー
時よりかなり増額となって
いる。このような場合、通
常増額は認めないが、利
用者の利便性、市民
サービスの向上に繋がる
ものと判断し、ふるさと寄
附金を活用することによ
り、要求どおり予算化。

【事業概要】
　平成３４年１２月以降スプリアス規格に適合しないアナログ
防災行政無線機が使用できなくなることに備え、アナログ防災
行政無線機を更新する

【主な要求内容】
　○アナログ無線機更新業務委託料

新規事業で、将来スプリ
アス規格に適合しないア
ナログ防災行政無線機
が使用できなくなることに
備え、アナログ防災行政
無線機を適合する機器
へ更新することにより、平
成34年12月以降もアナロ
グ防災無線を使用できる
ようにするものであり、多
額の事業費（20億円超）
が必要となる全自治区の
防災行政無線のデジタ
ル化を当面先送りするこ
とができ、戸別受信機も
継続使用することが可能
となるため、要求どおり予
算化。
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○主要施策の予算要求と査定状況 　

（単位：千円）

番号 要求 査定
部局名 事業費 事業費

事業名
予算要求の概要

査定概要

12 乳幼児医療費助成事業 95,153 95,153 要求どおり
医療保険課

【特定財源】
　国県支出金: 40,669 地方債: 0 その他: 4,748

13 水道事業会計繰出金 799,655 799,655 要求どおり
上下水道部管
理課

【特定財源】
　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 252,000

14 勤労者福祉預託金 30,000 15,000 事業費精査
産業政策課

【特定財源】
　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 30,000

15 産直市生産拡大支援事業 2,700 2,700 要求どおり
農林振興課

【特定財源】
　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0

【事業概要】
　地産地消の拠点である産直市において、季節作物の出荷量の
調整のために農業協同組合が実施する営農コーディネーター配
置事業に要する経費の一部を補助する
　○補助率：１／２
　○期間：Ｈ３０～Ｈ３２

【主な要求内容】
　○営農コーディネーター配置事業補助金　　　 　2,700千円

営農コーディネーター配
置事業補助金は、平成
27年度から平成29年度ま
で3年間の助成であり、平
成29年度で終了予定で
あったが、平成30年度か
ら平成32年度まで延長す
る要求内容。
農業者が負担する販売
手数料を17％から15％に
引き下げることを条件と
し、当該補助金はあくま
で農業者への支援に繋
がるものとして整理のう
え、3年間の延長を認め、
要求どおり予算化。

【事業概要】
　島根県の補助制度を活用し、小学校就学前の乳幼児の入通
院、中学校卒業後から２０歳未満までの者の慢性呼吸器疾患等
１４疾患群による入院を対象に、医療費の助成を行う

【主な要求内容】
　○医療費助成　  　                          90,498千円
　○審査支払手数料                             4,031千円
　○助成内容：医療費負担割合　１割
　○自己負担限度額
　　入院：2,000円／月　通院：1,000円／月
　　慢性呼吸器疾患等１４疾患群による入院：15,000円／月
　　※平成３０年１０月から乳幼児の入院及び通院の自己負担
　　　額を無料化する

就学前の乳幼児を対象
に実施している医療費助
成について、市単独事業
で本人負担を無料にする
ため事業費を増やすとい
う要求内容。（平成30年
10月から開始、通年ベー
スで21,000千円の増）
本来、医療費助成のよう
な基本的サービスは国に
おいて統一的な基準によ
り行うべきものであるが、
他市の実施状況等を勘
案し、要求どおり予算
化。

【事業概要】
　水道整備に係る企業債償還金等に対する一般会計繰出金

【主な要求内容】
　水道事業会計繰出金
　○上水道事業にかかる起債償還分           　100,732千円
　○簡易水道事業にかかる起債償還分         　289,786千円
　○水道企業職員児童手当分　                   2,000千円
　○未普及地域設備更新分　　                   2,000千円
　○未普及地域設備維持管理費分　　　　 　　　 13,146千円
　○他会計経費負担分　　                       4,353千円
　○料金改定激変緩和分　　　　　　　　　　 　252,000千円
　○高料金対策分　　　　　　　　　　　　　 　135,638千円

新たな料金改定激変緩
和分（252,000千円）の繰
出金について、中期財政
計画に沿った要求であ
り、水道料金アップの激
変緩和措置として要求ど
おり予算化。

【事業概要】
　勤労者福祉向上融資制度への預託金

【主な要求内容】
　○勤労者福祉対策事業資金　　　　　　　 　　 30,000千円

勤労者福祉対策事業資
金について、貸付実績が
低調であり、現行預託金
額の必要性が認められな
いことより、預託金額を減
額。（15,000千円減）
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○主要施策の予算要求と査定状況 　

（単位：千円）

番号 要求 査定
部局名 事業費 事業費

事業名
予算要求の概要

査定概要

16 高度衛生管理型荷捌所整備事業 1,039,194 1,039,194 要求どおり
水産振興課
（漁港活性化
室）

【特定財源】
　国県支出金: 690,000 地方債: 349,000 その他: 0

17 （仮称）はまだ新鮮市場整備事業 518,500 0 予算化見送り
水産振興課
（漁港活性化
室）

【特定財源】
　国県支出金: 0 地方債: 518,500 その他: 0

18 美又地域再開発事業 47,050 0 予算化見送り
金城支所産業
建設課

【特定財源】
　国県支出金: 7,548 地方債: 7,500 その他: 0

【事業概要】
　所在地：原井町
　浜田漁港に高度衛生管理型荷捌所を整備し、生産・流通機能
の強化及び水産物の衛生管理の高度化に取り組み、産地競争力
の強化を図る

【事業期間】
　Ｈ２８～Ｈ３３

【主な要求内容】
　○７号荷捌所建築工事
　〇海水取水設備工事

7号荷捌所（旋網用）につ
いて、平成29年度に行っ
た実施設計において、事
業費等が大幅に増大し
たため、工法等の再検討
を含め事業費の精査を
行うため、実施設計を見
直すことに対応したスケ
ジュール、整備計画の変
更の予算要求。
事業費の大幅な増大は
財政運営に大きく影響を
及ぼすため、実施設計を
見直す等の平成29年
度、平成30年度の事業
計画の変更は認めること
とした。（平成29年度、平
成30年度の事業費は、
中期財政計画の事業費
相当の額）
4号荷捌所（沖底他用）を
含めた全体事業につい
ては、7号荷捌所（旋網
用）の事業費の見込が明
らかになった際に再検討
する。

【事業概要】
　所在地：原井町
　浜田漁港原井地区の物販飲食施設を統合整備することによ
　り、地場産業の振興に資する施設として地域経済の活性化を
　図る

【事業期間】
　Ｈ３０～Ｈ３１

【主な要求内容】
　○建物・用地等取得
　〇設計委託
　○建物改修工事　等
　○移転補償（仲買売場業者）

「しまねお魚センター」の
土地・建物を取得し、公
設水産物仲買売場の機
能を併せ持った市有施
設として改修し、仲買売
場の事業者に本来業務
と小売業務を担ってもら
い地場産業の振興に資
する施設として活用する
もの。
「しまねお魚センター」の
買収の適否、仲買売場
事業者との調整、新施設
の経営シミュレーションの
作成・確認等、未調整の
項目が多数あり、当初予
算計上は時期尚早と判
断し、予算化見送り。
種々の調整が進んだ段
階で、必要があれば補正
予算計上を検討。

【事業概要】
　所在地：金城町追原
　美又温泉及び美又地域の活性化を図るため、美又温泉街とそ
の周辺地域の開発を行う

【主な要求内容】
　○保養センター一部改修工事
　○遊休施設の解体撤去

美又温泉国民保養セン
ター敷地内の遊休施設
の解体、産直市の拡張
移転等の改修を行い再
開発を推進するもの。
現在、美又再開発事業
の中核施設である美又
温泉国民保養センターを
どうするかの方針が決
まっていない。
その中で、その施設の一
部を改修したり、解体した
りすることは適当ではな
いと判断し、予算化見送
りを決定。
方針が具体化してくれば
その際に検討する。
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○主要施策の予算要求と査定状況 　

（単位：千円）

番号 要求 査定
部局名 事業費 事業費

事業名
予算要求の概要

査定概要

19 浜田開府４００年記念イベント事業 7,783 4,412 事業費精査
観光交流課

【特定財源】
　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0

20 インバウンド誘客促進事業 2,072 0 予算化見送り
観光交流課

【特定財源】
　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0

21 浜田駅前広場整備事業 172,300 172,300 要求どおり
建設企画課

【特定財源】
　国県支出金: 0 地方債: 163,600 その他: 0

22 カーブミラー緊急対策事業 12,000 12,000 要求どおり
維持管理課

【特定財源】
　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 12,000

【事業概要】
　浜田市の玄関口である浜田駅前において、道路整備等を行
い、主要施設のアクセスと日常生活の利便性の向上を図る
　
【事業期間】
　Ｈ２９～Ｈ３１

【主な要求内容】
　○測量設計業務委託　　一式
　○用地買収　　　　　　Ａ＝１，２０５㎡
　○建物移転補償　　　　一式
　〇駅前広場整備工事　　一式

平成28年度中期財政計
画には想定していなかっ
た平成29年度補正予算
による新規事業。
一般に財政計画で想定
していない大型事業の実
施は、他事業へ及ぼす
影響も大きいが、当該事
業は事業実施の検討の
際に、主要事業として整
理し、増額分は今後計画
全体の事業で調整すると
しており、要求どおり予算
化。

【事業概要】
　市道の見通しの悪い箇所にカーブミラーを設置し、安全な道
路環境の向上を図る

【主な要求内容】
　○カーブミラー設置工事　Ｎ＝３５基

新規事業で、地域住民か
ら設置要望が多く、設置
がなかなか追いつかない
カーブミラーについて、3
年間で集中的に整備を
行うという内容であり、交
通の安全を図り、交通事
故を未然に防止するため
に有効と判断し、ふるさと
寄附金を活用することに
より、要求どおり予算化。

【事業概要】
　平成３１年に浜田開府４００年を迎えるにあたり、市民の機
運醸成を図るため、各種イベントの開催や誘致に取り組み、交
流人口の拡大を目指す

【主な要求内容】
　○浜田開府４００年記念プレイベント経費　　 　1,046千円
　○ボランティアガイド育成経費　　　　　　　 　　450千円
　〇市民参画支援補助金　　　　　　　　　　 　　1,500千円
　○その他事務費等　　　　　　　　　　　　 　　4,787千円

ボランティアガイド育成経
費については、周知方法
の見直しにより事業費削
減。
「（仮称）浜田開府400年
祭」市民参画支援補助金
については、補助対象の
見直し、補助対象件数の
見直し等により事業費削
減。
（仮称）開府400年対策室
関連事務経費について、
イベント本番の前年度と
いうこともあり臨時職員、
事務費の見直しにより削
減。

【事業概要】
　交流人口の拡大と地域経済の活性化を図るため、外国人旅行
客の誘客を促進する

【主な要求内容】
　○観光情報多言語サイト構築委託料　　　　　 　1,500千円
　○その他事務費等　　　　　　　　　　　　　　 　572千円

新規事業で、全国的に増
加している外国人旅行客
の誘客を促進し、地域経
済の活性化を図るもの。
目的達成のための事業
内容としては、十分とい
えず、実施手法など再検
討が必要と判断し、予算
化見送り。
インバウンド対策の事務
経費は、既存事業へ予
算を計上することで調
整。
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○主要施策の予算要求と査定状況 　

（単位：千円）

番号 要求 査定
部局名 事業費 事業費

事業名
予算要求の概要

査定概要

23 普通教室エアコン整備事業 148,300 117,754 事業費精査
教育総務課

【特定財源】
　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 148,300

24 学力向上総合対策事業 12,113 11,576 事業費精査
学校教育課

【特定財源】
　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0

25 各期における親の学び推進事業 1,922 1,696 事業費精査
生涯学習課

【特定財源】
　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0

26 資料館検討事務費 1,277 0 予算化見送り
文化振興課

【特定財源】
　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0

【事業概要】
　浜田版「親の学びプログラム」を推進し、子育てに悩む保護
者の孤立化を防ぐとともに、家庭教育の充実を図る

【主な要求内容】
　○講演会開催経費
　○アドバイザー・ファシリテーター謝金

新規事業で、講演会開
催やファシリテータースキ
ルアップを通じ、浜田版
「親の学びプログラム」を
推進するもの。
子育てに悩む保護者の
孤立化の防止、家庭教
育の充実に資するものと
判断し、事務費の精査を
行い予算化。

【事業概要】
　（仮称）浜田歴史資料館の設置見直しにあたり、施設概要に
係る検討会開催経費

【主な要求内容】
　○検討委員謝金
　○検討会開催経費

新規事業で、（仮称）浜
田歴史資料館における
設置見直しに関して、検
討会を開催するもの。
現在、資料館整備に関
する内部方針を検討して
いる段階であり、予算化
には時期尚早と判断し当
初予算計上を見送り。
内部方針が固まれば、必
要に応じて補正予算対
応も検討。

【事業概要】
　夏場の学習環境の改善と熱中症対策を図るため、中学校の普
通教室にエアコンを設置する

【事業期間】
　Ｈ３０～Ｈ３２

【主な要求内容】
　○エアコン設置実施設計委託（Ｈ３０：中学校９校）
　○エアコン設置工事（電気設備、空調設備）

新規事業で、中学校の普
通教室へ3年計画でエア
コンを整備し、夏場の学
習環境の改善、熱中症
対策を図るもの。
平成29年度中期財政計
画に想定していない事業
であるが、その必要性を
認め、ふるさと寄附金を
活用することにより予算
化。
電気設備工事について
は、内容を精査し事業費
を削減。

【事業概要】
　家庭学習の充実、メディア接触時間の短縮、教員の授業力向
上の課題解決とともに、児童生徒の学力の向上を図る

【主な要求内容】
　○家庭学習の充実
　○教員の授業力向上
　○学校図書館の活用促進
　○支援体制の整備　嘱託職員　２人（国語、算数）
　○地域の教育力向上　中高一貫教育シンポジウム開催
　○英語検定受験料補助

平成31年度から全国学
力調査への英語の追
加、平成32年度大学入
試における英語の外部
試験導入に対応するた
め、新たに取り組む英語
検定受験料の助成につ
いて、英検5級、4級、3級
それぞれでの一部補助と
3級合格者への追加補助
という制度設計につい
て、中学校卒業までに英
検3級の取得という目標
に対してより直接的な3級
合格者に対する全額補
助という制度設計の変更
により予算化を認める。
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○主要施策の予算要求と査定状況 　

（単位：千円）

番号 要求 査定
部局名 事業費 事業費

事業名
予算要求の概要

査定概要

27 しまね映画塾開催事業 2,954 2,954 要求どおり
文化振興課

【特定財源】
　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0

【事業概要】
　しまね映画祭実行委員会が主催する「しまね映画塾」を浜田
市に誘致し、地域を舞台とする映画製作を通じて地域の魅力を
再発見するとともに、住民が製作に携わることで映画文化の意
識高揚につなげる

【主な要求内容】
　○臨時職員　１人（６月～１１月　６か月）
　○しまね映画祭実行委員会負担金
　○しまね映画祭地元実行委員会負担金

新規事業で、平成15年よ
り県内各地で、開催して
いる映画製作ワークショッ
プ「しまね映画塾」を当市
で開催するもの。
映像化作品を通して、地
域の魅力再発見、地域
活性化へのきっかけづく
り、地域PRが期待される
と判断し、要求どおり予
算化。
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